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研究成果の概要（和文）：議会の基本的機能は、政策課題をめぐる提案・討論と決定という２つの側面に区分すること
ができる。本研究課題においては、従来研究が十分に行われてこなかった、議会の提案・討論機能に注目した。その際
、議会の公的な組織・機構として提案・討論機能に影響を与える議会事務局などに加え、政党・会派組織や議場構造、
さらには議会（立法部）の機能と密接な関係を持つ執政部も対象とすることで、議会の提案・討論機能を議事運営と結
びつけて研究を行った。その結果、日本の政党組織、議場構造、議院内閣制の運用などは、いずれも内閣と議会という
部門間対立を基底に据えており、そのことが議会の提案・討論機能を弱めていることが明らかになった。

研究成果の概要（英文）：Legislatures have two major functions: policy deliberations and policymaking. 
While the main stream of legislative study focuses on the latter, policy deliberations have been the 
central subject of our project. In particular, we have been academically interested in the relationship 
between policy deliberations and party organizations, chamber and floor designs, and the separation of 
powers. Our fundamental hypotheses have been that these factors affect procedures and managements of 
legislative organizations, which regulate how policy deliberations are conducted. As results of our 
research, in the case of Japanese Diet, party organizations, chamber and floor designs, and managements 
of parliamentary system are based on the confrontational relationship between the executive and 
legislative branches. Although It fits with the historical development of the Japanese Diet and polity as 
the whole, it also has negative effects on the function of policy deliberations.

研究分野： 議会・政党・部門間関係の比較政治学的分析

キーワード： 議会　提案・討論機能　政党組織　議場構造　議院内閣制

  １版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
（１）議会の基本的機能は、政策課題をめぐ
る提案・討論と決定という２つの側面に区分
することができる。近年の新しい諸研究は主
に議会が果たしている政策決定機能に注目
したが、議会をめぐる一般的な見方がまず注
目するのは提案・討論機能であり、議会活性
化といわれる場合に言及されるのも、もっぱ
ら政策課題についての提案・討論機能である。 
 
（２）研究上の関心が決定機能に、一般的な
関心が提案・討論機能に、それぞれ焦点を合
わせているという状況は、議会に関する社会
的ニーズに対して研究が十分に応答できて
いない可能性を示唆する。それはまた、議会
活性化を図ろうとする際に、必ずしも的確な
方策が選択されない恐れも生み出している
ように思われた。 
 
２．研究の目的 
（１）上に述べた研究と社会の関心の乖離を
埋めるとともに、議会研究のさらなる発展の
方向性を探るべく、本研究課題においては、
従来研究が十分に行われてこなかった、議会
の提案・討論機能に注目することにした。 
 
（２）その際、議会の公的な組織・機構とし
て提案・討論機能に影響を与えると考えられ
る議会事務局などを対象とするのみならず、
政党・会派組織や議場構造、さらには議会（立
法部）の機能と密接な関係を持つ執政部も対
象とすることで、議会の提案・討論機能を議
事運営と結びつけながら研究を行うことが、
本課題の具体的な目的であった。 
 
３．研究の方法 
（１）研究の具体的な進め方としては、研究
代表者と分担者を、政党・会派、議場構造等
の補助諸制度、議会・執政部関係（権力分立）
の担当に区分し、意見交換を行いながら進め
ていくこととした。本課題に加わったメンバ
ーは、量的分析あるいは質的分析によって、
議会や政党に関する高水準の成果を既に挙
げてきた研究者であるため、分析手法という
意味での方法的統一を図ることはせず、研究
関心を共有しつつ各自の手法によってアプ
ローチすることとした。 
 
（２）ただし、議場構造等の補助諸制度につ
いては、これまでの研究蓄積があまりなく、
とくに海外の研究状況や実情については知
られていないことが多かった。そのため、本
課題全体の研究会を併せる形で、メンバーの
全員あるいは一部が参加する海外調査を２
回（イギリス、韓国）行った。さらに、研究
成果について国際的な共有を図るため、海外
学会での報告も積極的に行った。 
 
４．研究成果 
（１）本課題に基づく研究成果は、各年度の

実績報告書および本報告書において示した
ように、代表者と分担者全員が毎年度関連業
績を公表するなど、極めて実り豊かなもので
あった。海外ジャーナルでの査読付き論文、
海外学会での発表もあり、国際性という点で
も一定の水準に到達できたと考えている。唯
一の例外は、議場構造等に関するデータベー
スの作成である。これは当初の想定以上に海
外でも研究成果や基礎的情報の蓄積に乏し
かったことが大きな原因で、聞き取り調査や
各種図面などの基礎資料収集に止まり、十分
に進めることができなかった。 
 
（２）代表的な成果としては、政党・会派に
ついては待鳥聡史『政党システムと政党組
織』（東京大学出版会、2015 年）、議場構造等
の補助諸制度については奈良岡聰智「議場構
造論——「ひな壇」廃止論をめぐる攻防を中心
として——」（御厨貴・井上章一編『建築と権
力のダイナミズム』岩波書店、2015 年）、議
会・執政部関係については川人貞史『議院内
閣制』（東京大学出版会、2015 年）が挙げら
れる。本課題におけるすべての成果に言及す
るのは紙幅上困難なので、以下ではこれらの
代表的成果について、本課題と密接に関連す
る箇所の内容を要約するとともに、そこから
若干敷衍して知見の概要を述べることにし
たい。 
 
（３）待鳥『政党システムと政党組織』は、
比較政治学における政党研究の展開と現状
について概観しつつ、それらと結びつきなが
ら進められてきた日本の政党についての研
究を整理し、さらに著者自身の議論を行った
著作である。 
 
（４）同書においては、とくに政党組織に関
する議論が当課題の成果に当たる。政党組織
についての比較政治学の研究は、かつてはヨ
ーロッパが中心であり、マックス・ヴェーバ
ーによる名望家政党と近代組織政党の区分、
モリス・デュヴェルジェによる幹部政党と大
衆政党の区分などが提起されてきた。これに
対して、1980 年代以降にアメリカで行われる
ようになった政党組織論は、議会内における
議員の目標（再選・政策・昇進）達成のため
の合理的な選択として政党や会派が形成さ
れることを強調する。このような観点から考
えるとき、日本の政党・会派組織もまた議員
にとって目的合理的な存在であると位置づ
けることができよう。たとえば、中選挙区制
時代の自民党は、執行部の規律による一体性
の確保が困難で、一般議員のボトムアップに
よる意思決定が組織的特徴となっていた。こ
れは、中選挙区制の下で個々の議員の自律性
が高く、選挙を自力で戦わねばならないとい
う側面と、議院内閣制の下で与党としての一
体性を保つ必要があるという側面の、双方を
同時に満たすために生まれた組織構造であ
ったと考えられる。しかし、そのことは議会



の提案・討論機能との関係において、内閣提
出法案の作成段階（与党事前審査）での関与
に重きを置くことにつながり、国会における
提案・討論が不活発となる原因の１つともな
ったのである。 
 
（５）奈良岡「議場構造論——「ひな壇」廃止
論をめぐる攻防を中心として——」は、議場構
造に注目した分析としては、日本語書籍に収
められた恐らくは最初の研究論文である（た
だし、大山礼子『国会学入門［第２版］』三
省堂、2003 年など、概説書での紹介的な言及
は過去にも例がある）。同論文で奈良岡は、
戦前からの日本の国会における議場構造の
歴史を、議員席よりも一段高い位置にある大
臣席（「ひな壇」）の廃止に焦点を合わせて検
討している。 
 
（６）同論文の出発点は、やはり比較政治学
的な検討である。先に挙げた大山らの分類に
依拠しつつ、奈良岡は日本の議場構造にとっ
て重要なのは、イギリス型（与野党対面）・
フランス型（扇型で閣僚席と議員席が同じ位
置）・ドイツ型（扇型で「ひな壇」あり）の
３つだと指摘する。日本の国会はドイツ型を
採用したのだが、当初から別の案も検討はさ
れていた。お雇い外国人であったジョサイ
ア・コンドルの議事堂設計案では、イギリス
型になっていたのである。その後、仮議事堂
さらには現在の国会議事堂が実際に建設さ
れる段階では、「ひな壇」のあるドイツ型議
場が当然のように採用されたが、1920 年代末
頃から「ひな壇」廃止論が登場する。これは、
政党政治の発展によって、閣僚から見下され
ることは好ましくなく、議会が自律性や活動
量を高めていくことを志向したためである
と推測される。「ひな壇」廃止論は、新しい
憲法体制の下で国会の地位が飛躍的に高ま
った戦後になって、再び現れる。尾崎行雄や
片山哲といった著名な議員たちのみならず、
国会の事務局幹部職員からも「ひな壇」廃止
論が唱えられたのである。廃止論は戦後政治
が安定した 1960 年代以降も消え去ることは
なかった。とくに、非自民政権であった 1993
年の細川政権では、政治改革の一環として
「ひな壇」廃止が検討された。政権交代が起
こり、与野党間関係が流動化する時代になる
と、「ひな壇」に座る政権与党に議員席の野
党が対峙するという構図は、国会が果たすべ
き討論機能との関係で不適切だという認識
が生まれたのである。国会議事堂の構造上、
改築には膨大な時間や予算がかかるため、
「ひな壇」の廃止は実現していない。しかし、
党首討論に代表されるようなイギリス型の
議会運営や政党間関係が日本でも導入され
ることになり、「ひな壇」のある本会議場で
はなく、対面型に机配置を変更した委員会室
が用いられたことは、議場構造と議会運営、
議会の討論機能との密接な関係を示唆して
いる。 

 
（７）川人『議院内閣制』は、内閣が議会多
数派（与党）からの委任を受けて成立し、存
続することを根幹に据えて、議院内閣制のあ
り方を理論的に検討するとともに、日本の議
院内閣制の特質を明らかにした著作である。
議院内閣制をめぐっては、これまで憲法学の
視点が強い影響を与えてきたが、比較政治学
に立脚して一貫性のある議論を展開してい
ることが、大きな特徴となっている。 
 
（８）同書においては、内閣と周辺諸アクタ
ーについての検討が加えられているが、その
１つとして、議会と内閣の関係が体系的に分
析されている。内閣の存立には議会多数派か
らの信任の継続が不可欠だが、それは失われ
ることは、直接的には首相が辞職する唯一の
理由ではない。与党内部の事情や首相個人の
事情によっても首相の辞職（内閣総辞職）は
生じるからである。とはいえ、信任関係の継
続はやはり大きな要因である。一見したとこ
ろ与党内部の事情で内閣の存続が困難にな
っている場合であっても、結局は議会多数派
からの信任が失われることが予測されてい
るためということが多い。だが、信任や不信
任のあり方は議会ごと（国ごと）に大きく異
なっている。ドイツの建設的不信任制度はよ
く知られているが、このほかにも、イタリア
の就任時両院信任制度、スペインの就任時下
院信任制度、フランスの一般政策表明信任制
度など、多様なヴァリエーションが存在する。
内閣による議会解散についても、やはりその
実態は多様である。これらに加え、議会にお
ける提案・討論機能という本課題との関係で
大きな意味を持つのは、二院制と内閣との関
係である。日本において近年まで「ねじれ国
会」が問題とされていたように、二院制は内
閣提出法案の制約になると理解されること
も少なくない。だが、空間モデルからは「ね
じれ国会」の場合であっても法案の成立は可
能である。成立可能な空間内に内閣提出法案
がある、あるいは議会審議において法案を修
正する作業が行われた場合には、実際にも成
立していることは、日本の国会のデータから
も明らかである。むしろ、「ねじれ国会」が
制約になるのは、内閣側が議会の提案・討論
（審議）機能を踏まえた対応において不十分
であったことの帰結だと考えられる。 
 
（９）以上、本課題による主要研究成果３点
の概要を要約し紹介してきたが、いずれも本
課題に関係した従来の諸研究では得られな
かった知見や、事実に対する新しい解釈を含
んでいる。議会が持つ提案・討論機能という
観点から議会活性化を考える上で、出発点と
なる成果となるように思われる。 
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